
（様式第４号）

□不利益処分の処分基準

病院局　市民病院　事務部　総務管理課

徳島市病院局の行政財産の使用許可の取消し

地方自治法

第２３８条の４第９項

（電話　６２２－９３２６　）

使用許可を取り消し処分する場合の基準は次のとおりとする。
　(1) 病院局において使用財産を公用又は公共用のために必要とすると
     き
　(2) 使用者が許可の各条件に違反したとき
　　　ア　使用財産を他に転貸し、又は担保に供したとき
　　　イ　徳島市病院事業管理者の事前の承認なくして、使用財産を許
　　　　可を受けた以外の用途に供し、又は原形を変更したとき
　　　ウ　使用財産を故意又は重大な過失により荒廃させ、損傷し、又
　　　　は滅失したとき

設定等年月日 平成２６年　８月　１日設定（平成　　年　　月　　日最終変更）
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